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○北しりべし廃棄物処理広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

 

制  定 平成 14 年７月 １日条例第 14 号 

最近改正 令和５年２月 10 日条例第 ３号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第４項の規定に基づき、

職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （懲戒の手続） 

第２条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなけ

ればならない。 

２ 任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、同一事件につき

懲戒の手続を進めることができる。 

 （減給の効果） 

第３条 減給は、１月以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額（地方公務員法第２２

条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員については正規の勤務時間に対する報酬の月額、

日額又は時間額、同項第２号に規定する会計年度任用職員については給料の月額又は日額）の１

０分の１以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現

に受ける給料の月額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 （停職の効果） 

第４条 停職の期間は、１日以上６月以下とする。 

２ 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。 

３ 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平 15．２．12 条例１）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、第２条及び附則第６項の規定は、平成

１６年４月１日から施行する。 

   附 則（令２．３．27条例３） 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令５．２．10 条例５） 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に地方公務員法の一部を改

正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）による改正前の地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の２第１項及び第１条の規定による改正前の北し

りべし廃棄物処理広域連合職員の定年に関する条例（以下「旧定年条例」という。）第２条の規

定により退職した者（以下「旧定年退職者」という。）のうち、年齢６５年に達する日以後にお

ける最初の３月３１日（以下「特定年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年（旧定年条例第３条に規定

する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更

等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場

合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢）に達しているものを、従前の勤務実績そ

の他の広域連合長が定める情報（以下「勤務実績等」という。）に基づく選考（以下単に「選

考」という。）により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用す
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ることができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、施行日以後に第１条の規定による改正後の北しり

べし廃棄物処理広域連合職員の定年等に関する条例（以下「新定年条例」という。）第２条の規

定により退職した者（以下「新定年退職者」という。）のうち、特定年齢到達年度の末日までの

間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年（新

定年条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）に達しているものを、選考により、１年を

超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で更新すること

ができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用する者又はこの項の規定により

任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項又は次条第１項若しくは第２項の規定により採用された

職員をいう。以下同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直

前の任期における勤務実績等が良好である場合に行うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意

を得なければならない。 

第３条 任命権者は、令和３年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」とい

う。）第２２条の４第４項の規定にかかわらず、旧定年退職者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（当該職を占める職員の

１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同

じ。）に係る旧定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職で

その職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年

（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変

更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合に

おいて、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めてい

るものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。）に達している

ものを、選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用すること

ができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかか

わらず、新定年退職者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採

用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合に

おける新定年条例定年をいう。）に達しているものを、選考により、１年を超えない範囲内で任

期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第４条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 ⑴ 施行日以後に新たに設置された職 

 ⑵ 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設

置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員） 

第５条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準

日（附則第２条及び第３条の規定が適用される間における各年の４月１日（施行日を除く。）を

いう。以下同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条

例定年（短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定

年。以下同じ。）が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。 

 ⑴ 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

 ⑵ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。） 
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２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置

されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者

とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が基準日の前日に

設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達してい

る職員とする。 

 （令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める年齢） 

第６条 令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める年齢は、年齢６０年とする。 

 （暫定再任用職員の給与等） 

第７条 暫定再任用職員（小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年

小樽市条例第３１号。以下「令和４年小樽市定年改正条例」という。）附則第３条から第６条ま

での規定その他の条例の相当規定により、関係市町村（北しりべし廃棄物処理広域連合規約第２

条に規定する関係市町村をいう。）その他の地方公共団体において暫定再任用職員として採用さ

れた職員で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２５２

条の１７の規定により派遣を受けたものを含む。）の給与、勤務時間その他の勤務条件について

は、小樽市職員給与条例の一部を改正する条例（令和４年小樽市条例第３３号）附則第４条、令

和４年小樽市定年改正条例附則第１０条その他の小樽市の暫定再任用職員に適用される条例の規

定の例による。 

 


